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序     文 

 

ケニア共和国（以下、「ケニア国」）では、農業セクターが GDP の 27％を占め、また、農業セク

ターの内、自給的農業を中心とする小規模農家が農業生産全体の 75％以上を占め、小規模農家を

中心とした農業開発は人々の生活の中心となっています。この小規模農家の生産性を向上するた

めには、小規模農家でも維持管理が可能である小規模灌漑の開発が必要となります。ケニア国で

は、500,000ha 以上と見込まれる灌漑可能な面積の内、実際に灌漑が行われている地域は 110,000ha

に過ぎず、灌漑開発の余地がまだ多くあります。したがって、近年面積が増えている小規模灌漑

の開発は、ケニア国の小規模農家、ケニア国農業セクター全体にとって非常に重要な課題となっ

ています。 

 日本国はこれまで、セントラル州のムエアにおいて灌漑開発に関する無償資金協力及び技術協

力を行い、ムエアはケニア国における稲作の一大産地となりました。その後、JICA は平成 9～10

年度にかけて、ケニア国山麓において灌漑園芸農業開発を図ることを目的とした「ケニア山麓灌

漑園芸開発計画調査」を実施し、この調査結果を基に、小規模灌漑振興事業制度の改善を図るた

め、平成１２年 8 月より 3 年間、小規模灌漑に係るケニア国政府の実施体制の強化・改善を目的

とした技術協力プロジェクト「農村社会における小規模灌漑振興」を実施しました。 

ケニア国政府は、この技術協力プロジェクトの成果物である「水利組合フレームワーク」、「事

業実施ガイドライン」、「研修マスタープラン」を 6 カ所のパイロットプロジェクトにて実践・実

証することによって、ケニア国における持続的な小規模灌漑開発手法を確立することを目的とし

て、技術協力プロジェクトを要請しました。独立行政法人国際協力機構はこれを受け、平成 17 年

3 月に事前評価調査団を派遣し、平成 17 年 12 月に討議議事録（R/D）が締結され、「ケニア中南部

持続的小規模灌漑開発管理プロジェクト」が正式に開始されました。 

 本調査の実施に際し、ご協力頂きましたケニア国側政府関係者はじめ、関係各位の皆様に対し、

深い感謝の意を表します。 

 

平成 17 年 12 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
ケ ニ ア 事 務 所 
所 長  狩 野  良 昭 
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Ⅰ 調査団派遣の背景 

ケニア共和国（以下、「ケニア国」）の農業セクターは GDP の 27％、外貨獲得の 60％

を占め、国家経済の重要な役割を果たしている。この中で、特に自給的農業を中心と

する小規模農家は、農業生産全体の 75％以上を生産しており、ケニア国農業の中心と

なっている。農業及び農村開発は、貧困削減戦略ペーパー（PRSP：Poverty Reduction 

Strategy Paper）や第 9 次国家開発計画の中で優先的サブセクターとして位置付けられ

ている。国内の農業生産量増大のためには「農業生産基盤の安定化」が必要とされて

おり、その手段としての灌漑の導入が挙げられている。日本国政府はこのような状況

の下、セントラル州のムエアにおける灌漑開発に関する無償資金協力及び技術協力を

行った。また、農業ポテンシャルの高い、ケニア国山麓地域において、ソフト、ハー

ドの両面からの灌漑園芸農業開発を図ることを目的とし、独立行政法人国際協力機構

（以下、「 JICA」）は、1997 年～1999 年にかけて「ケニア山麓灌漑園芸開発計画調査」

を実施した。この開発調査結果を基に、小規模灌漑振興事業制度の改善を図るため、

2000 年 8 月より 3 年間、事業ガイドラインの整備、職員研修マスタープランの作成、

農民組織化体制の構築の 3 分野を対象に、ケニア国政府の実施体制の強化・改善を目

的とした技術協力プロジェクト「農村社会における小規模灌漑振興」を実施した。  

ケニア国政府は、小規模灌漑振興については、上記技術協力プロジェクトの成果を

活かし、今後は現地での実証を行うことが必要であるとし、現地実証を実施すること

を目的とした技術協力プロジェクトを我が国に要請した。  

 

Ⅱ 派遣目的 

本調査は、ケニア国側関係機関と協議を行い、協力の内容･範囲、協力方法、投入

規模等の基本的な計画の策定を目的とする。 

調査の基本方針 

1. 本協力の上位計画における位置付けを確認する。 

2. プロジェクトの実施体制を明確化する。 

3. プロジェクトの協力範囲について関係者と協議し、基本計画の大枠（プロジェク

ト目標･成果･活動･投入計画等）を策定する。 

4. プロジェクトの自立発展性、終了後のイメージを共有する。 

5. 今後さらに調査･検討を要する事項を整理する。 

6. プロジェクト開始までに必要な事項（情報･手続き･スケジュール等）を確認する。 

7. 協議結果を議事録として M/M に取りまとめ、署名･交換を行う。 

 

Ⅲ 調査団構成及び業務分担 

１．総括 

(1) 団内を総括するとともに調査団を代表して、ケニア国側政府関係者に本調査

の目的、調査の範囲等を説明する。  

(2) 団内の意見調整を図り、調査団として最終的な判断を行う。 

(3) 他団員の協力を得つつ、水灌漑省灌漑局及び対象地域農家との協議結果を踏



 2

まえ、プロジェクト内容の骨子について取りまとめる。  

(4) 調査団を代表して、今後の対応方針について、水灌漑省及びその他関連機関

と協議を行い、結果をミニッツに取りまとめ、署名交換を行う。 

(5) 調査終了後、調査及び協議の結果について、調査団を代表して報告を行うと

ともに、調査報告書、PDM（案）の作成を総括する。 

団内を総括するとともに、調査団を代表してケニア国側政府関係者に本調査

の目的、調査の範囲等を説明する。  

 

２．農業 /農民組織 

(1) 対象地域での農業の現状を把握し、プロジェクトの実施方法に係る助言を行

う。 

(2) 対象地域での農産物流通の状況を把握し、プロジェクトの実施方法に係る助

言を行う。 

(3) 対象地域での灌漑農業の有効性を確認する。 

(4) 農民組織の現行の運営方法、課題等を確認し、プロジェクトの実施方法に係

る助言を行う。 

(5) 対象地域の社会経済状況を確認する。 

 

３．灌漑開発 /計画分析 

(1) 各パイロットサイトでの灌漑開発計画の妥当性を検証し、助言を行う。 

(2) 灌漑施設の維持管理計画に関する助言を行う。 

(3) 調査結果を整理・分析し、プロジェクト全体の妥当性と方向性を検討する。 

(4) 当該案件における水灌漑省及びその他関連機関の役割について調査し、当該

プロジェクト実施の妥当性について検討する。 

(5) 水灌漑省及びその他関連機関の組織体制、事業内容の最新情報について調査

し、現状の問題点を把握する。 

(6) 対象分野・対象地域・対象機関での JICA 及び他の援助機関の動向について

調査し、当該プロジェクトとの関係・連携の可能性について検討する。  

(7) 調査の全日程に同行し、団長及び協力計画団員の補佐を行う。 

(8) 調査の全日程における調査結果を取りまとめ、整理・分析を行う。プロジェ

クト全体に関し、協議・調査結果を整理・分析し、PDM（案）作成及び協力

内容の骨子作成に協力する。  

(9) プロジェクト活動に必要となる施設計画・機材計画を策定する。 

(10) プロジェトドキュメントの最終案を作成する。 

 

４．協力計画 

(1) 団長を補佐し、必要な調整を行う。 

(2) 調査の円滑な実施に必要な業務を行う。 

(3) 現地調査費を適切に管理し、執行する。 

(4) 団長を補佐し、今後の対処方針について水灌漑省及びその他関連機関との協
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議を行い、ミニッツを準備する。 

(5) PDM（案）のとりまとめを行う。 

 

Ⅳ 調査日程 

調査団員･日程  

 分    野  期    間  氏    名  所     属  
総括  平成 17 年 3 月 7 日

～4 月 25 日  
狩野 良昭  JICA ケニア事務所  

所長  
農業 / 
農民組織  

平成 17 年 3 月 7 日

～4 月 25 日  
古市 信吾  東南部アフリカ支援事務所

企画調査員  
灌 漑 開 発 /
計画分析  

平成 17 年 3 月 7 日

～3 月 25 日  
桑原 恒夫  ｢灌漑計画アドバイザー｣個

別専門家  

官団員  

協力計画  平成 17 年 3 月 7 日

～4 月 25 日  
松下 雄一  JICA ケニア事務所  

 

Ⅴ  協議概要及び合意事項 

要請書に基づきケニア国側と協議した結果、以下のとおり合意した。  

１．プロジェクト名 

“Project for Sustainable Smallholder Irrigation Development and Management in 

Central and Southern Kenya” 

（ケニア中南部持続的小規模灌漑開発管理プロジェクト）  

 

２．実施機関（カウンターパート（以下、「C/P」）機関） 

水・灌漑省（水・灌漑省を通じ、農業省及び畜産漁業開発省の協力を得る）  

 

３．プロジェクトサイト 

ムベレ県、キリニャガ県、ナロック県、カジアド県、マクエニ県  
 

４．協力期間 

5 年間 

 

５．協力の枠組み（案） 

(1) 上位目標 

小規模灌漑開発手法が、他地域において利用される。 

(2) プロジェクト目標 

対象スキームで、持続的小規模灌漑開発手法が実証される。 

(3) 成果 

①対象サイトの灌漑水管理組合が、責任を持って灌漑システムの維持管理を  

実施できる。 

②対象サイトの灌漑施設が改修 /建設される。 

③農民及び灌漑排水部職員の小規模灌漑実施能力が向上する。 
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(4) 活動 

①-i  灌漑水管理組合を組織化する。 

①-ii 灌漑水管理組合に対する研修を実施する。 

①-iii 灌漑水管理組合をモニタリング・評価する。 

①-iv 灌漑水管理組合が維持管理計画を立て、実践する。 

①-v 教訓を元に、水管理組合フレームワークを修正する。 

②- i 全体のプロジェクト計画を確認する。 

②-ii フィールドスタッフにオリエンテーションを実施する。 

②-iii それぞれの対象サイトにおいてステアリングコミッティを立ち上げる。 

②-iv フィージビリティスタディを実施する。 

②-v 灌漑施設を建設する。 

②-vi 灌漑施設の機能を確認する。 

②-vii 教訓を元にガイドラインを修正する。 

③- i 農民及び灌漑排水部職員に対する研修プログラムを作成・実施する。 

③- ii デモファームを設定する。 

③- iii  研修を評価する。  

③- vi 教訓を元に、研修マスタープランを修正する。  

 

６．日本国側投入 

(1) 専門家 

①長期専門家： 

i チーフアドバイザー /参加型水管理  

ii 業務調整 /研修 

②短期専門家：｢農民組織化｣第三国専門家（フィリピン NIA を想定）等、必要

に応じて派遣する。  

(2) 研修員受入れ：年間 1 名程度 

(3) 機材：車両、パソコン、視聴覚機材等 

(4) ローカルコンサルタント：農民組織化、灌漑施設管理等、必要に応じ、投入

する。 

   

７．ケニア国側投入 

(1) C/P の配置 

(2) 事務所及び施設 

(3) ローカルコスト 

 

Ⅵ 評価結果 

事前評価調査団は、JICA 事業評価の主な視点である評価 5 項目について、本案件の

Project Document（ January 2005）と PDM の精査、ケニア国政府の水・灌漑省関係者か

らの聞き取り、スキームサイトとして提案されている 5 県 6 カ所の小規模灌漑スキー
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ム視察、iWUAs（ irrigation Water User Associations）メンバーグループからの聞き取り、

フロントラインの灌漑技術者及び農業普及員からの聞き取りを実施した。その結果、

以下のように本案件の計画を分析・評価し、協力案件の実施は適切と判断した。 

１．妥当性 

(1) ケニア国政府の政策、受益者のニーズとの整合性 

ケニア国においては、全労働力の 14.6%すなわち約 200 万人が雇用の機会に

恵まれず、貧困現象をより悪化させている。また、1,300 万人の貧困層といわ

れる人々の 75％が、農業を主たる生計の柱とする農村部で生活している。水・

灌漑省は、灌漑の導入による農業生産性の向上と作付けの拡大、付加価値のあ

る品種の作付け等を通じ、農業生産の向上を図り、ひいては雇用の機会の促進

による農外所得の獲得を念頭においている。一方、ケニア国政府の経済復興戦

略（ERA: Economic Recovery Strategy）では、灌漑開発が食料安全保障、所得向

上、雇用機会の創出、そして貧困削減に寄与する開発手段であると認識してい

る。  

対象スキームの受益者は、慢性的な低食料生産に甘んじ、かつ不規則な降雨

パターンにより、天水依存に限界があり、その結果、灌漑用水の取得に尽力を

注いでいる。しかしながら、突発的な旱魃にひとたび襲われると、食料不足に

陥り、緊急食料援助の対象となる。  

よって、本プロジェクトは、灌漑開発を手段とした、世帯レベルの食料安全

保障の向上、所得向上、雇用機会の創出、貧困削減といったケニア国政府の開

発目標と整合性を有すると判断できる。  

 

(2) 日本国政府の援助政策との整合性 

JICA 国別事業実施計画（平成 14 年度 4 月改定）は、ケニア国農業開発にお

いて半乾燥地を対象とする参加型農民開発手法の確立を事業計画の 1 つに掲げ

ている。本計画の対象とする 6 カ所のスキームの内 4 カ所は、まさに半乾燥地

域に位置する。その他 2 カ所も年間降雨量が 900～1,000mm ではあるものの、

不規則な降雨パターンのために灌漑用水の確保は急務である。本プロジェクト

は、参加型灌漑開発手法と農民とのコストシェアリングによる灌漑施設の改

修・施設維持管理を通じ、iWUAs のキャパシティ・ビルディングを行い、灌漑

農業の優位性を引き出し、食料生産の向上に寄与することを意図している。そ

して、我が国の有する流域管理を通じた灌漑用水の確保、水利組合による灌漑

施設管理と水分配のノウハウは、本プロジェクトの活動に大きく貢献する。  

さらに、 JICA の個別専門家派遣（1997 年～2000 年）と、それに続く小規模

灌漑支援のミニプロジェクト（2000 年～2003 年）による小規模灌漑開発事業支

援の成果である、1) 開発ガイドライン、2) iWUAs フレームワーク、3) 研修

マスタープラン、を本プロジェクトにおいて実証し、全国へ普及させることは、

日本国のケニア国における本分野での比較優位性を発揮すると考えられる。 
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２．有効性 

(1) プロジェクト目標の明瞭さ 

プロジェクト目標「対象スキームで持続的小規模灌漑手法が実証される」は、

対象スキームにおける参加型の小規模灌漑開発手法導入により、灌漑施設の維

持管理が iWUA により実施され、実質的に対象農家の農業生産量が向上するこ

とを意味している、と解釈する。  

 

(2) 灌漑技術者と iWUA のコミットメント 

水・灌漑省の灌漑技術者は小規模灌漑スキームの参加型開発と維持管理、そ

して農民研修実施の経験が豊富である。この経験は、プロジェクトにおける灌

漑施設改修に活用され、プロジェクト目標の達成に大いに貢献すると思われる。

プロジェクト対象地域となる小規模スキームにおける iWUAs の高い組織化進

度が、当該プロジェクト形式を選択した理由の 1 つであるが、この点について

は、iWUAs の灌漑活動に対する高いコミットメントが本事前調査を通じて確認

され、プロジェクト目標達成度は高いと考えられる。  

 

(3) プロジェクト目標と成果の因果関係 

プロジェクト目標と 3 成果の因果関係は、次のとおり。 

参加型灌漑開発手法に基づき、対象小規模スキームの灌漑施設が、農民との

コストシェアリングを経て、改修 /建設され（成果 2）、 iWUAs ガイドラインを

活用し、対象スキームの iWUAs が責任を持って灌漑システムの維持管理を実施

できるようになる（成果 1）。さらに、研修等の活動を通じ、対象 iWUAs のメ

ンバーのみならず、水・灌漑省の技術者の灌漑実施能力が更に向上する（成果

3）。そして、限られた灌漑用水が効率的・効果的に iWUA メンバーの農地へ分

配され、ひいては現在よりも農業生産性を向上させるための基礎ができる。結

果、農民が小規模灌漑開発手法の優位性を確認し、継続して灌漑施設の維持管

理を実施していくことが考えられる。すなわち、対象スキームにおいて小規模

灌漑開発手法が実証される、に至る。  

一方、灌漑は農業生産向上の手段の 1 つである。灌漑システムの確立それだ

けで飛躍的に生産性の向上を達成できる訳ではない。よって、営農に関する諸

要素についても、プロジェクト実施中に農業普及員との連携を継続し、プロジ

ェクト目標達成への補完的役割を果たすことが期待される。  

 

３．効率性 

PDM によると 5 カ年間の日本国側長期派遣専門家は、チーフアドバイザー /参

加型水管理と業務調整 /研修計画分野の 2 名、 iWUAs の組織強化は第 3 国専門家

を予定。そして、専門家の業務の一部作業を現地のコンサルタントへ委託するこ

とにより、効率的・効果的なプロジェクトの活動が期待される。  

本プロジェクトは、前述のミニプロジェクトの概念を形成する持続的小規模灌

漑の 3 つの柱を土台としている。それは、1) 適正な実施プロセス、2) 強固かつ
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機能的な iWUAs、3) 灌漑開発担当機関の適切な能力であり、この 3 点は、水・

灌漑省の灌漑技術者に十分認識されており、プロジェクト活動がスムースに実施

されることが予想される。  

また、灌漑施設の改修と建設事業の監督は県の灌漑職員が担当、すなわち外部

の業者に委託するには至らない。そして、その改修と建設にあたっては農民との

コストシェアリングが前提であり、対象スキームの受益者もこれを認識している。

このような点からプロジェクトの活動は効率的に実施され、成果を生み出すもの

と考えられる。 

 

４．インパクト 

従来から実施されてきた灌漑スキームからの教訓を生かし、本プロジェクトで

は受益者の参加を第一義とした小規模灌漑開発手法を採用しており、継続性の無

い灌漑スキームではないことが確認できる。そして、継続的な灌漑施設の運営と

維持管理は、将来的に農業生産の向上による農業所得の増加、ひいては受益者の

生活向上に繋がると考えられる。 

一方、小規模灌漑から環境に与える多大な負の影響は無いと考えられる。しか

しながら、実際の灌漑施設改修と建設前に、灌漑システムがどのような影響を環

境と人間の生活に与えるか、調査が行われるべきである。特に、塩害、流域の劣

化、水からの感染症等の発生には十分配慮すべきである。 

 

５．自立発展性 

iWUAs が小規模灌漑施設の自主改修、自主運営、自主維持管理を達成し、持続

的に灌漑システムを維持、そして環境への負荷を抑えつつ農業生産を営むために

は、灌漑事業の計画、実施、モニタリングの全ステージにおいて受益者の積極的

な参加が必須である。そして、その積極的な参加行為と研修が、技術的及び組織

的視点を内包したキャパシティビルディングとなり、最終的には受益者が自ら意

思決定のできるコミュニティへと生まれ変わる。  

対象スキームのほとんどは、慢性的な低食料生産と不規則な降雨パターンによ

り、一度突発的な旱魃に襲われると、受益者のほとんどが食料不足に陥る。また、

かつて牧畜を生業にしてきたマサイ族の定住者が受益者であるスキームも見られ

る。本プロジェクトの小規模灌漑開発手法の導入により、持続的な農業生産とそ

れによる世帯レベルの食料安定供給が確実になれば、他地域からプロジェクトの

有効性が認知され、耕作を始めたマサイ族の定住地を含んだ、ケニア国内の他地

域への迅速な導入が図られると考えられる。 

一方、この小規模灌漑開発を全国展開へ導くためには、実質的に相当量の投資

が必要と推測される。プロジェクト実施中に、全国規模の小規模灌漑の開発予算

を算出することは、持続的な事業展開を目指す上で、重要な活動である。そして、

ケニア国政府が、現在、灌漑開発に焦点を絞って設立した水・灌漑省の下、国家

灌漑政策制定のプロセスに入っていること、ならびに、実質的な予算投入を考慮

していることは、今後の全国展開への好条件である。 
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Ⅶ 団長所感 

１．本件調査は、JICA 及びケニア水・灌漑省と合同で行った。本協力の要請前の段

階で、辻下専門家が中心となり、関係者と PCM のワークショップを行っている。

それを踏まえて水・灌漑省が要請書を作成、2003 年 8 月に日本国政府へ協力要請

を申し越してきている。その後、｢灌漑計画アドバイザー｣桑原専門家が派遣され、

水・灌漑省と議論を重ね、最終的な要請内容の詰めを行った。このように、本協

力については、水・灌漑省及び対象 5 県の灌漑局においても、数次の議論を重ね

てきていることから、ケニア国側の対応がよく準備されており、ケニア国側の関

心が大変高いことを確認した。  

２．また、水・灌漑省本省及び地方灌漑局職員共に、農民への人当たりが非常によ

かった。特に、地方の灌漑局職員は、農民達と親しく、技術的にも人間的にも農

民達の信頼を得ている様子が窺えた。地方レベルの灌漑局職員数が多くないこと

は、プロジェクト実施の上で、気になる点ではあるものの、農民の灌漑職員に対

する高い信頼は、プロジェクトの成功を窺わせる良い要因である。 

３．調査の冒頭では、JICA は技術協力を行う組織であり、他のドナーにように単に

資金を供与するのみの組織でないことを説明した。また、協力終了後に、本協力

で実証された実施方法が、ケニア国政府として有効と判断されるなら、ケニア国

政府の能力（人材・予算）で実施できるような規模で進められ、協力にあたって

JICA は協力の持続性に重点を置いていることを説明した。このような JICA の進

め方に対し、ケニア国側から、持続性については同様に最も重要と考えており、

受益住民の参加を加味する取り組みについての政府の関与方法を、本協力を通し

て検討していきたいという趣旨の説明があった。  

一連のケニア国側の回答からすると、ケニア国の水・灌漑省は、この協力を通

じて、水・灌漑省としての、新たな取り組み方を獲得したいという意欲を感じた。 

４．協力対象 6 スキームにおいては、ほとんどが半乾燥地に属している。半乾燥地

の割には、水ポテンシャルが高く、恵まれた環境にあるが、灌漑インフラが整っ

ていないために十分な水が確保できない状況にある。他方、雨季には頻繁に洪水

が起こる状況もあり、作物の栽培が安定しない。このため、しばしば、食料の確

保も困難な時があり、食料援助を受ける場合もある。したがって、本協力はケニ

ア国側の政策である「食料の安全保障」とも合致し、協力する意義が高い。  

５．本協力は 2000 年から 2003 年にかけて実施したミニプロジェクト「農村社会に

おける小規模灌漑振興」で作成した①小規模灌漑ガイドライン、②水管理組合フ

レームワーク、③研修マスタープランを活用し、協力を実施するものである。対

象スキームにおいては、水管理組合等の何らかの住民組織が存在しているが、特

に重要なことは、灌漑施設整備の計画から運営、維持管理までを受益者に主体性

をもって実施させることであり、プロジェクト開始時から十分に住民組織を巻き

込むことである。したがって、まずはじめに、灌漑水管理組織の強化に努めるこ

とが肝要であると考える。 

６．本協力においては、プロジェクト目標を｢小規模灌漑開発手法が実証される｣と

し、上位目標を｢小規模灌漑開発手法が他地域において利用される」とした。そ
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れらを設定する時に、灌漑はあくまで農業生産の手段であり、作物生産量の増加

に係る目標数値の設定をすべきとの議論がなされた。しかしながら、引き続きの

議論の結果、小規模灌漑を整備することにより、農業生産量が増加し、住民が納

得して初めて、｢小規模灌漑手法が実証された。｣ということが言えるとの結論に

至った。したがって、特に、農業生産量の増加を PDM 上に出し、それに係る専

門家を派遣することは、想定しないが、農業省普及員の力を借りたり、また必要

に応じ、ケニア国内で活動している専門家の知恵を借りる等の対応を行う必要が

あろう。  

７．本プロジェクト対象スキームを決定するにあたり、プロジェクトの規模及び協

力できるスキームの数を勘案し、今回は、畑地灌漑のみを対象とすることとした。

しかしながら、ケニア国西部においては、水田稲作も盛んであり、同様に小規模

灌漑整備のニーズが高いことが確認されている。したがって、本プロジェクトの

進捗を見極めつつ、別プロジェクトとして、実施することも考慮すべきと思われ

る。 

以上  
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小規模灌漑スキーム現状調査記録（Kisioki Irrigation Scheme） 
日時 2005 年 3 月 10 日 場所 ケニア Kajiado 県 Rombo 

JICA 側 

参加者 

狩野、松下、（以上、JICA ケニア事務所）桑原（水・灌漑省に派

遣中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフリカ地域支援事務所）

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• K. G. Chesang, Director, Irrigation, Drainage, and Land Reclamation (IDLR), Ministry of Water and 

Irrigation (MWI) 

• P. K. Ragwa, Irrigation Officer, IDLR 

• R. Ogendo, District Irrigation Officer (DIO), Kajiado District 

• F. W. Mwangi, Division Irrigation Officer, Loitokitok Sub District, Loitoktok Division, Kajiado 

District 

• Peter Kimani, Extension Officer, Rombo Location, Loitoktok Division, Kajiado District 

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑スキーム対象モデルに関わる情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」のプロジェクトドキュメントで提示されてい

る、小規模灌漑スキームのモデルの 1つ Kisioki Irrigation Scheme のメンバーから聞き取りを行

った結果を以下に要約する。なお、桑原専門家が事前に収集したスキームの情報については、

重複を避けるためにここでは述べない。 

【Kisioki Irrigation Scheme】 

• 本スキームのある Rombo には、天水農業に依存する農家も含め 2,500 戸の農家が存在する。

このスキームには、水路毎に構成されたグループが 3 つある。1 つのグループメンバーは 550

名で、今回インタビューしたほとんどの農家がそのグループに所属している。スキームはコ

ミッティメンバーの Chairman：Mr. Shapashina Ipite 氏、Secretary：Amedeus Lesio Joachim 氏、

Treasurer: Joseph A. Sengewela 氏で運営されている。 

• 水源は Rombo 湧水、その水源で 210ha（水路系統により 79ha と 131ha に分けられる）を賄

っている。総水路長は 560m で、灌漑水路系統の違いにより、1 日 1 エーカー当たりの灌漑

時間は、6 時間（上流）と 9 時間（下流）となっている。農家数が増えているが、灌漑水量

は減ってきている。1農家当たり平均 0.5ha の灌漑面積を賄っている。 

• スキームの経緯は、次の通り。1954 年に 4 名のメンバーで水路使用が開始された（現在は

372 農家）。当時、豆類、コメ、タマネギ栽培をしていた。1976 年に堰を建設したが、その

途上で洪水により崩壊した。この堰の建設は農民自ら行った。農業省による堰の設計支援は

得なかった。洪水は 1 年に 3 回発生しているという（3 年に 1 回の間違いか？）。1992 年、

農業省から設計支援を得て、3 つの分水工分を設置した。建設コストを自分達の Contribution

で賄ったものもある。外部からの支援を探し始めたところ、農業省の助言もあり、WUA の

設立のために Loitoktok に、最近口座を開設し、社会サービス省課に登録した。口座開設に

おける各個人の額は違うが、合計 44,000Ksh である。2000 年と 2004 年に旱魃の被害を受け

た。 

• 現在は、トマトとアジア野菜生産が主流である。トマトは個人で業者に売られるか、もしく

はマーケットまで運んで自分で販売する。販売先はナイロビもしくはモンバサである。一方、

アジア野菜は生産グループで、業者へ販売しており、主に輸出向けである。この地域までの
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アクセスの困難さにより、ブローカーの数は制限され、かつ彼らは同族のため同じ価格を提

示する。そのため、農家にとっての引渡し価格の交渉は、困難な状況となっている。 

【JICA 側取り組みと意思表明（狩野所長）】 

• JICA は技術協力を実施する政府機関である。ケニア国政府の要請を受けて、1997 年より小

規模灌漑の支援を、開発調査、専門家派遣、トレーニング、ミニプロジェクトを実施してき

た。その成果の中で、小規模灌漑スキーム開発のガイドラインができ上がった。 

• 現在、ケニア国には多くの小規模灌漑スキームが存在する。しかしながら、ケニア国政府自

体にも、予算の縮小、職員のキャパシティといった Institutional な問題を抱え、小規模灌漑ス

キーム開発に十分に貢献できない状態にある。そのため、ケニア国政府すなわち水・灌漑省

は JICA に対し、小規模灌漑スキームにおける技術支援を依頼した。そして、JICA は水・灌

漑省との Collaboration を決定した。 

• プロジェクトは、5 県 6 つのモデルスキームにおける、灌漑施設のリハビリ、建設、WUAs

による参加型水維持管理能力の強化、灌漑技術者のキャパシティ・ビルディング等、に関す

る支援を通じて、“Good Model Case”を作り出すことを目的としている。 

• このプロジェクトは、JICA とケニア国政府との Collaboration プロジェクトであるが、農家

が受益者であり、すなわち本プロジェクトは農家自身のプロジェクトである。そして、モデ

ルスキームの農家の施設建設、建設資材の提供、コストシェアリング、維持管理を通じたプ

ロジェクトへのコミットメントは、重要な成功要素である。そして、プロジェクト終了後、

その“Good Model Case”をケニア国政府自身がその経験を全国へ波及させ、全国の小規模灌漑

スキームに存在する、その他の農家が受益者となることを究極の目標にしている。 

備考 • タンザニア国のチャガ族が、国境を越えて定住している。彼らは農耕に長けている。 

写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 カ所存在する Rombo 湧水の 1 つ     洪水によって崩壊した建設途上の堰 

 

 

 

 

 

 

 

 

        灌漑水路                 トマト栽培 
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小規模灌漑スキーム現状調査記録（Kyeekolo Irrigation Scheme） 
日時 2005 年 3 月 11 日 場所 ケニア Makueni 県 Nunguni 

JICA 側 

参加者 

狩野、松下、（以上、JICA ケニア事務所）桑原（水・灌漑省に派

遣中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフリカ地域支援事務所）

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• K. G. Chesang, Director, Irrigation, Drainage, and Land Reclamation (IDLR), Ministry of Water and 

Irrigation (MWI) 

• P. K. Ragwa, Irrigation Officer, IDLR 

• Mbaabw Kaasia, District Irrigation Officer, Makueni District 

• Kuti Justus, Divisional Water Extension Officer, Kilungu Division, Makueni District 

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑スキーム対象モデルに関わる情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」のプロジェクトドキュメントで提示されてい

る、小規模灌漑スキームのモデルの 1 つである Kyeekolo Irrigation Scheme のメンバーから聞き

取りを行った結果を以下に要約する。なお、桑原専門家が事前に収集したスキームの情報につ

いては、重複を避けるためにここでは述べない。 

【Kyeekolo Irrigation Scheme】 

• このスキームを運営しているコミッティメンバーの内、Chairman は、Poster Joseph Muteti 

Nguli、Vice Chairman アントニー・カバンズ、Secretary ジャクソン・キオコ、Treasurer サイ

モン・M. モゲラである。現在、メンバーの数は 80 名に上る。 

• このスキームは 1991 年、（当初 60 名の内？）12 名で灌漑水の利用を始めた。ガニーバッグ

に土を詰めたものを使って、堰き止めしようとしたが崩壊。これは 1995 年まで続いた。そ

の後、15 名でコンクリート堰建設のためのセメント購入を計画したが、結局失敗に終わる。

• 1991 年、農業省の支援が得られるという計画の下、80 名のメンバーは 1 人当たり 45Ksh を

拠出し、灌漑スキームグループとして登録。しかしながら、目立った事業計画は無かった（流

域図面あり）。1995 年、10～15％の手付金で Small Irrigation Scheme Development Organization 

（SISDO）による、融資事業を主体とする NGO から支援を得ようと、余力のある 24 名で資

金調達を図ったが、結局事業（具体的には何の事業か？ ドキュメントあり）には至らなか

った。 

• 2003 年、ジョモケニヤッタ農工大学のカロリ教授と学生達によって、当該地域水源からの流

水量を測定するための三角堰が建設された。建設資材は大学が、建設の労働力はスキームの

農家が提供した。しかし、特に嵩上げに貢献している現状ではない。 

• 6 名のメンバーは三角堰以後の小規模貯水池（写真参照、自然発生的）等からパイプを使い、

傾斜地に造成されたテラス圃場へ導水し、スプリンクラー等で灌水している。その他のメン

バーは、バケツ等で小規模貯水池から人力で圃場へ運搬している。口径 1 インチの黒色プラ

スチックパイプの単価は、1 本約 6m（20 feet）につき 160Ksh である。 

• パイプを利用している Chairman は、約 700m 分を購入、2 台のスプリンクラーで、Snow pea、

トマト、タマネギ、フレンチビーン、メイズ、キャベツ、カボチャ等を作付けしているテラ

ス圃場（総面積は約 0.6ha、身内の 3 農家で作付けした。スプリンクラーで灌水しているの

は、全てのテラスの内、約 7 段）に灌水している。作目毎の見込み売り上げ（年間もしくは
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一作期からの売り上げかどうかは不明）は、ビーンズ（Snow pea とフレンチビーンか？）

5,000Ksh、キャベツ 500Ksh、タマネギ 1,500Ksh、トマト 4,000Ksh とのことであった。 

写真集  

 

 

 

 

 

 

 

三角堰構造物を中心に右水源、左小貯水池       パイプによる導水 

 

 

 

 

 

 

 

 

        傾斜地圃場              傾斜地圃場での農作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  テラス崩壊防御兼飼料用のネピアグラス    スプリンクラー利用中のテラス圃場 
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小規模灌漑スキーム現状調査記録（Kanunga B Irrigation Scheme） 
日時 2005 年 3 月 14 日 場所 ケニア Narok 県 Narosura 

JICA 側 

参加者 

松下、チョケ（以上、JICA ケニア事務所）桑原（水・灌漑省に派遣

中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフリカ地域支援事務所） 

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• P. K. Ragwa, Irrigation Officer, IDLR 

• Karangu Joseph, District Irrigation Officer (DIO), Narok District 

• Ali Said Suleman, Senior Inspector Water Supplier, Divisional Water Officer (DWO), Osupuko 

Division, Narok District（マサイ語のできるソマリ系） 

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑スキーム対象モデルに関わる情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」のプロジェクトドキュメントで提示されて

いる、小規模灌漑スキームのモデルの 1つである Kanunga B Irrigation Scheme のメンバーから

聞き取りを行った結果を以下に要約する。なお、桑原専門家が事前に収集したスキームの情

報については、重複を避けるためにここでは述べない。 

【Kanunga B Irrigation Scheme の堰】 

• 1986 年、この堰は Provincial Irrigation Unit により建設された。現在の問題点は、1) 堰上流

部にシルトが溜まる、2) 堰からの水流直下部がエロードされる、3) 灌漑水路の漏れ、等

である。よって、1) シルトフラッシングゲートの設置、2) 堰下流部のコンクリート敷設、

3) 水路のライニング、4) 分水工を DIO は考えている。 

【Kanunga B Irrigation Scheme】 

• 水源は Kanunga 川、これは Koseka Irrigation Scheme と共有している。灌漑面積は現在 50ha

であるが、80ha まで拡大可能である。作目はメイズ、トマト、タマネギで、契約栽培は無

い。 

• コミッティメンバーは、Chairman：Nkujata Kudate、Secretary：Saningo K.、Treasurer：David 

Tein で、スキームのメンバーは 95 農家（95 圃場あるという表現）。1農家当たりの平均作

付け面積は 0.8～1.2ha、最大約 3.2ha。 

• 1965 年に小規模面積で灌漑水路を敷設し、徐々に耕作を経験し水路を延長した。その後、

政府が小規模の堰を建設した。灌漑についての問題は、1) 水路を牛、車が通る、2) 雨期

に洪水が流入する、3) 水路から灌漑用水が漏れる、4) 水の分配に関する対立、等である。

• 旱魃は、1994、1997、2001 年に発生した。1994 年の旱魃では、家畜が死に、政府からメ

イズとメイズの粉の緊急食料援助があった。 

• 水汲みは女性の仕事で、1 日に 3 回、1 回につき 20ℓ、すなわち 1 日当たり 60ℓの水を水路

から汲みだしている。また、水路を利用し洗濯をする。 

• 会合は月に 2 回行っており、皆が集合可能な 10:00 に開催の時間を決めている（Koseka 

Irrigation Scheme の 14:00 とは対照的）。しかし、女性は、家事、農作業、子供が学校から

帰った後等を考えると、14:00 が良いと発言。 
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写真集 
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牛が水路を渡る          インタビュー時のマサイ女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

   インタビューの初めに寝ていた老人        が、起きてくれた 
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小規模灌漑スキーム現状調査記録（Koseka Irrigation Scheme） 
日時 2005 年 3 月 14 日 場所 ケニア Narok 県 Narosura 

JICA 側 

参加者 

松下、チョケ（以上、JICA ケニア事務所）桑原（水・灌漑省に派遣

中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフリカ地域支援事務所） 

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• P. K. Ragwa, Irrigation Officer, IDLR 

• Karangu Joseph, District Irrigation Officer (DIO), Narok District 

• Ali Said Suleman, Senior Inspector Water Supplier, Divisional Water Officer (DWO), Osupuko 

Division, Narok District（マサイ語のできるソマリ系） 

• J. M. Mugo, Division Farm Management Officer cum Home Economic Officer (HEO), Osupuko 

Division（名刺交換のみ） 

• J. Maina Njaguna, District Agricultural Extension Officer (DAEO) cum Division Soil and Water 

Conservation Officer（名刺交換のみ） 

• Kura Chesirt, Security Officer, Osupuko Division（名刺交換のみ）  

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑スキーム対象モデルに関わる情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」のプロジェクトドキュメントで提示されて

いる、小規模灌漑スキームのモデルの 1 つである Koseka Irrigation Scheme のメンバーから聞

き取りを行った結果を以下に要約する。なお、桑原専門家が事前に収集したスキームの情報

については、重複を避けるためにここでは述べない。 

【Karangu Joseph, DIO のブリーフィング】 

• Narousura には、1 つの傘下にある 25 カ所の小規模灌漑スキームが存在する。この地域は

半乾燥地域で、人々は伝統的にパストラリストであったが、伝道師が灌漑を始め、かつタ

ンザニア国からチャガ族が入植したことにより、灌漑技術が導入された。1986 年に Koseka

のコンクリートで建設された堰が洪水で流亡し、その後は岩やガニーバッグの土嚢で造成

されている。しかし、道路を横切る水路は、業者のトラック侵入等により、水路が破壊さ

れ度々手直しするはめになっている。農家は自家消費用にメイズ、豆類を栽培し、トマト、

タマネギを現金収入源とする。これらの野菜は仲買人がナイロビ、キスム、ナロックから

買い取りに来る。 

• 農家の直面している問題は、1) 家畜を維持したい（これは問題ではない）、2) 大量の降

雨時に、アクセス道路が悪路となり、同地域に進出する買取業者の数が減り、一方で供給

側の量は変わらないので、安値で買い叩かれる（そのときナイロビは高値になる）、3) 嵩

上げの堰は仮設構造物であるが、大雨の時は洪水が水路に流入する。灌漑用水の分配がう

まくでき上がっておらず、しばしば口論の原因となる、4) WUA が存在するが弱体化して

いる、こと等である。 

• DIO が抱える問題は、業務用の移動用バイクや車両が無く、他の部に借りたりしている。

【Koseka Irrigation Scheme】 

• 川を堰き止め、道路と交錯する水路により灌漑している。90ha の圃場面積であるが、現在

は 50ha のみ灌漑されている。堰の建設とカルバートや管路により水路と道路の交錯を避け

る構造物を、DIO は計画している。 
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• スキームの代表は、Chairman：Musa Silantoi、Secretary：Lialo Esho、Treasurer：Hassan Ntonai。

スキームメンバーの一農家の平均圃場面積は、約 1.2ha、大きい農家では約 3.2～4ha を耕

作している。家族構成員数は、平均 6 名であるが、2 名の妻を持つ農家はその 2 倍と判断

できる。メンバー数は土地を所有している農家戸数とすれば 54 戸。この場合、戸主の数

であり実際に耕作しているのは、土地無し農民、小作人等含めると 200 名との発言があっ

た（スキームのメンバーについて、明確な定義があるかは不明）。作目は、トマト、タマ

ネギ（以上、換金作物）、メイズ、豆類（以上、自家消費用作物）。 

• 1985 年当時、この地は放牧地域であったが、家畜頭数が人口を養うのに十分ではない状態

だった。そして、Narousora の人々が灌漑を行い農業を営むのを見て、パストラリストであ

ったマサイ族も、放牧地を圃場に変えて耕作を始めた。また、どのようにして作物を生産

するのかその人々に問うたところ、灌漑水が重要と分かり、ジェンベ（鍬）とパンガ（マ

チェット）を手に取り、灌漑構造物の造成にとりかかった。水路は自分達で掘った。堰の

造成にはガニーバッグを使った土嚢、岩石を利用したが降雨により流されてしまうことが

続いている。水路の整備は Water Officer が来て、どのように水路を整備すればよいかを教

えてくれた。その結果、自分達で維持管理しているが、維持管理を怠ると末端の圃場に灌

漑水が届かないことを経験、理解している。水路の整備は 1 週間毎に 1 度行う。 

• 直面している灌漑に関する問題は、1) 上述した堰の不安定さと道路と水路の交差、2) 水

路の漏れ、3) 人口が増え、水利用が増えてきた。 

• スキームメンバーは、将来水路を緩傾斜地の上部へ移動させ、灌漑面積を広げたいと考え

ている。また、コミッティが中心となり、配水量、タイミング等の公平な取り決めをした

いと望んでいる。Ali Said Suleman（DWO）によると、現在、灌漑地域はいくつかのブロッ

ク（ワードと表現していた）に分割され、ワードのチェアマンがその灌漑時間等を調整・

決定しているという。 

• ポンプ所有者は 1 名で、緩傾斜圃場上部へ水路からポンプアップする。このポンプ所有者

は 1 回の使用につき燃料代を省く 500Ksh で、ポンプを他の農家に貸し出している。 

• 1997 年、旱魃に見舞われた。食料は不足し、家畜にも被害が出た。一農家の作付け圃場面

積は 0.1～0.2ha へと減少した。 

• 生産物であるトマトの買い付けには 15 のブローカーが、タマネギについては 10 のブロー

カーがこのスキームに出入りしている。トマトの引渡し価格は等級によって左右される。

その値幅は、1 カートン当たり（ボリュームは不明、調査要）200Ksh～1,000Ksh である。

雨期になると、アクセスが難しくなるのでブローカーの数が減り、そして、供給側の量は

変わらないので、供給過剰になり、市場価格とは逆に、引き取り価格が下がり買い叩かれ

てしまう。 

• 農作業には男女の役割がある。耕耘、農薬散布、水路造成、生産物販売等は男性の仕事。

女性は、草取り等、細かいケアが必要な作業を担当する。スキームメンバーで会合を開い

ているが、特に定期的ではない。時間帯は、午前中の家畜の放牧が終わり、皆が集合可能

な時間である 14:00 としているが、女性の参加率は低いという。 

• 最後にチェアマンのコメントは次のとおり。「我々の男女お互いの自立能力は十分でない、

そして今まで協働していなかったが、Mr. Karangu が来て協働の必要性を認識した」 
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• 「いつ JICA のインターベンションが来るのか」との問いに対して、9～10 月には開始した

いが、実際の構造物等に対する事業は、いくつもの段階のコンサルテーションを経て実施

されることになると JICA 側が回答。 

• 「灌漑のことだけでなく、いろんな質問をしたが、そのようなことに対して何かしてくれ

るのか」という質問には、灌漑は農家の生産増、収入増を図る 1 つのファクターである。

一方、作物の種類、旱魃、販売方法、女性の考え等、いくつものファクターが農業生産に

係わっている。そのような情報はプロジェクトのデザインにとても重要な意味を持つこと

を JICA 側は説明。 

備考 • Narusura Division と Osupuko Division は同義に使われている 

• マニャタはスワヒリ語で村の意味。 

• ウィラ（Wira）は共同作業を意味する。（キクユ語らしい？） 

• ジョレ、ソバ、はそれぞれマサイ語で友達、ハローの意味。 

• 牛の頭数を数えるのはマサイ族にとってタブー。 

• 当地の高度は、海抜 1,881m 

写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川を堰き止める      水路、河川、道路の交錯地点をトラックが通る

 

 

 

 

 

 

 

 灌漑水路          共同農作業（ウィラ）をするマサイ女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

作付け圃場（豆類）             マサイと鍬 
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RRI（Rapid Result Initiative）事業現場視察記録 
日時 2005 年 3 月 14 日 場所 ケニア Narok 県 Narosura 

JICA 側 

参加者 

桑原（水・灌漑省に派遣中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフ

リカ地域支援事務所） 

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• Karangu Joseph, District Irrigation Officer (DIO), Narok District 

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクトの周辺関連情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」の事前評価調査において、Karangu Joseph, 

District Irrigation Officer（DIO）から、RRI なるものを紹介された。これは、世銀の支援で行わ

れており、農業セクターのみならず、他セクター横断的に使える事業マネジメント手法であ

るという。事業実施期間を 100 日と決め、PDM で言うところの成果レベルの目標を設定する

ことが特徴的。視察先の事業は灌漑がテーマであり、Karangu Joseph 氏が係わった事業だとい

うので、参考情報を得るために視察した。場所は、Osupuko Division の Elangata Enterit (Sub 

Location) 、Narosura から東方へ 25km 地点、ラフロードを 4WD 車で約 40 分。対象受益者は、

農耕を始めたばかりのマサイ族の 75 農家。 

この地も同じように、1994、1997、2001 年に旱魃の被害に遭い、政府からの緊急食料支援を

受けた経験がある。そのため、マサイ族の人々は食用作物栽培に対する意識が強いと考えら

れる。 

【RRI 事業現場】 

• 視察現場は、世銀とケニア国政府が実施した RRI のパイロットプロジェクトで、DIE がス

ーパーバイズした。事業の目標は「80％の 75 農家のそれぞれ 1 エーカー圃場に灌漑水が

届く」で、これを 100 日で達成する事業。この事業は、2004 年 6 月に開始され、同年 12

月に終了（100 日）した。内容は、2000 年当時政府によって建設されていた既存の堰の改

修と追加パイプの敷設（堰から伸びる 2 本の 6 inch パイプを 1 本の 8 inch へ接合し、圃場

の分水工まで地中に埋める）と分水工の設置であった。総コストは 2,000,000Ksh で、受益

者は労働力を提供し、パイプの地中への敷設等の作業に従事した。コミッティ立ち上げ、

実施の計画、測量、設計、スペック決定、コントラクター選定、材料購入、作業に至る全

ての段階で受益者とのコンサルテーションが行われている。100 日の作業工程では、マイ

ルストーンを決め、作業進捗のモニタリングを実施する。結果的に全ての農家圃場に灌漑

水が届いた。 

• 100 日の事業完了後、普及員によるメイズと豆類の栽培指導に引き継がれる。受益者は栽

培経験がまったく無い。よって、畝の立て方から始まり、農作業について（肥培管理まで

とはいかないが）指導があった。肥料は投入せず、2004 年 12 月に植え付け、翌年 3 月に

収穫予定であるという。すでに豆類（種類、品種名不明）は収穫が終わっており、ある農

家の単収は 2 バッグ/エーカーであった（豆類の 1 バッグ当たり重量は 90kg であるか？不

明）。メイズの品種は 505、単収は 15 バッグ/エーカーと予測している。 

備考 • 対象地域の Elangata Enterit とは、River Crossing with Dust という意味らしい。 

• RRI のコンセプトペーパーとガイドラインを入手予定。 
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• この事業の Secretary は Francis Purko 氏で、AICAD の水管理コースに 2004 年 10 月に参加

した。圃場で出会ったのは、英語とスワヒリ語を話す彼の弟 Sururu Lasiti（Elangata Enterit, 

P.O.Box 110, Narok）であった。 

写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   改修された堰と追加パイプ          圃場近くの分水工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   灌漑水路と圃場への水口        収穫を待つ初めてのメイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        普及員と受益農民のマサイ（2005 年 3 月 3 日当時） 
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小規模灌漑スキーム現状調査記録 (Kiambindu Irrigation Schem) 

日時 2005 年 3 月 16 日 場所 ケニア Mbeere 県 Evurori division Ishiara location 

JICA 側 

参加者 

松下、チョケ（以上、JICA ケニア事務所）桑原（水・灌漑省に派遣

中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフリカ地域支援事務所） 

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• P. K. Ragwa, Irrigation Officer, IDLR 

• Francis Koome, District Irrigation Officer, Mbeere District 

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑スキーム対象モデルに関わる情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」のプロジェクトドキュメントで提示されて

いる、小規模灌漑スキームのモデルの 1 つである Kiambindu Irrigation Scheme のメンバーから

聞き取りを行った結果を以下に要約する。なお、桑原専門家が事前に収集したスキームの情

報については、重複を避けるためにここでは述べない。 

【Kiambindu Irrigation Scheme】 

• WUA のコミッティメンバーは 11 名、Chairman：Mr. Peter Kinyua、Vice Chair：Mrs. Mary 

Nthiga、Secretary：Mr. James Gitonga、Treasurer：Mr. Mugo Michael Njage が運営部員である。

• WUA の目的は 3 つ、1) 灌漑用水の利用、2) 苗作り、3) 土壌と水資源保全、そして最終

のゴールに雇用機会の創出、貧困削減、（以上の 2 つは食料安全保障）環境の改善を挙げ

ている。 

• スキームの沿革は次のとおりである。1984 年当時の深刻な旱魃を経験し、灌漑の考えを持

つに至った。最初は人力によるバケツでの灌水、その後導水路の造成を図った。そして、

11 名の農家で灌漑水路を造成したものの、洪水により崩壊した。2000 年、別グループが

灌漑構造物を造成、2001 年に先の 11 名のグループと会合を持ち、新しい農家グループを

結成するに至る。2003 年には、社会サービス省へグループを登録した。登録ナンバーは

No.1654。 

• 2003 年に農業省の灌漑スタッフにより測量が行われ、堰の建設と 1.6km のパイピングに至

る。この際、IFADの支援 115,000Kshと農家の 300,000Ksh出資を得た。現行のパイプに 1.2km

追加が必要であるが、支援機関を探している。2004 年 1～2 月にかけて、ラテラルパイプ

敷設によりグループファーミング（共同の生産圃場）をはじめた。視察時は、播種床準備

作業中、灌漑にはスプリンクラーの導入を計画している。 

• 現在の灌漑施設使用は次のとおり。灌漑水はタナ川に流れ込む水源の Thuci 川から堰上げ

し、8 インチパイプで導水、分水工を経て 6 インチパイプに引き継がれる。メンバーと非

メンバーが混在する中、灌漑圃場はラテラルパイプにより 6 ブロック（すなわち No.1 か

ら No.6 まで）に分けられ、8 インチメインパイプ、分水工後の 6 インチメインパイプ、6

本の 4 インチ（3 インチ？）サブメインパイプ（ラテラル）で圃場へ灌漑される。各ラテ

ラルパイプの長さは、No.1：900m、No.2：2.4km、No.3：1.5km、No.4：1.5km、No.5：500m、

No.6：1.0km。No.1 のブロックは 41 農家を賄っている。灌漑の需要は高く、1,000 農家規

模が受益者になる可能性がある。 

• 栽培作物は、9 カ月で収穫できるバナナ（JKUAT の技術から）、スクマウィキ、チリ、マ

ンゴー、輸出向けほうれん草とニガウリ等を栽培。チリについては、契約栽培を導入する
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予定。契約会社は MACE と呼ばれる。バナナは組織培養された苗を使用している。パパイ

アを 400 本植える。 

• 土壌保全のためにテラスの崩壊を防ぐための石のライン状構造物を 1,000m 造成した。 

• グループトレーニングで、灌漑スキームのコミュニティアクションプランを作成した。 

• メンバーからの会費は月 1人当たり 50Ksh を徴収する。現在 200 名のメンバーなので、月

に 10,000Ksh は期待できる。 

• 1 家族当たりの構成メンバーは平均 8 名。 

• 1984、1989、1999、2003 年と旱魃に見舞われた。1984 年の旱魃の被害は甚大であった。

1999 年の旱魃で、ある農家は 8 頭の牛を失った。 

• 農業普及員は、週毎にスキームをバイクで訪れる。 

• メンバーの会合は、週 2 回、木曜と土曜日に開催される。 

【WUA メンバーのコメント】 

• 灌漑用水が十分にあれば、ネピアグラスを植えて牛の飼料にでき、ミルクの生産が可能と

なる。 

• ある農家婦人は、牛と家事用の水汲みを一日に 3 回、一回につき 20ℓ、すなわち一日当た

り 60ℓを、往復 2.6km の道程を 3 往復して運んでいる。 

• 住民は、飲料水よりは灌漑用水を望んでいる（灌漑用水も飲料水として利用できるため）。

備考 • Water Apportionment Permit とは、水源から取水するための認可であり、水・灌漑省から取

得する。 

• Drought Management Office とは？ 

• Mr. Koome, District Irrigation Engineer が作成した当該スキームの現状説明資料有り。 

写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     堰と 8 インチパイプ               分水工 

 

 

 

 

 

 

 

  6 インチパイプと 4 インチの T 接続部     フルーツの Filling への灌水 
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スクマウィキ栽培              バナナ栽培 
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小規模灌漑スキーム現状調査記録（Thathawa Irrigation Schem） 
日時 2005 年 3 月 16 日 場所 ケニア Muranga 県 Kiharu division 

JICA 側 

参加者 

松下、チョケ（以上、JICA ケニア事務所）桑原（水・灌漑省に派遣

中の JICA 短期専門家）、古市（東南部アフリカ地域支援事務所） 

記録作成者 古市 

Kenya 側 

参加者 

• P. K. Ragwa, Irrigation Officer, IDLR 

• Stephen Maingi, District Irrigation Engineer, Muranga District（TBIC 元研修員） 

• David Nguru, Division Irrigation Engineer, Kiharu Division 

テーマ 小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト 

目的 小規模灌漑スキーム対象モデルに関わる情報収集 

要点 「小規模灌漑排水開発パイロットプロジェクト」のプロジェクトドキュメントで提示されて

いる、小規模灌漑スキームのモデルの 1 つである Thathawa Irrigation Scheme のメンバーから

聞き取りを行った結果を以下に要約する。なお、桑原専門家が事前に収集したスキームの情

報については、重複を避けるためにここでは述べない。 

【Thathawa Irrigation Scheme】 

• WUA のコミッティメンバーは 13 名、Chairman：Mr. Simon Kibacio Gitan、Vice Chair：Mr. 

Charles Kabaci Kuria、Secretary：Mr. Peterson Muchoki Mwangi、Treasurer：Mrs. Purity Wambui 

Maina、が運営部員である。 

• スキームは半乾燥地域にあり、恒常的な旱魃に見舞われるため、住民の 70％は 1US$以下

の貧困層である。1990 年初頭、3 村 38 農家がバケツによる灌水を始めた。その後 1990 年

後半、ポンプを購入し園芸作物栽培を導入した。40 台のポンプがあるが、それぞれ個人所

有で、1 日当たり 200Ksh で貸し出している。 

• 同じ園芸作物農家が、灌漑の必要性をコミュニティに働きかけ、Irrigation Officer が、水源

である Sagana 川から導水した重力灌漑を提案。Irrigation Officer への燃料代と昼食を農民

が賄い、測量のために原野を切り払った。そして、2004 年には測量が終了し、灌漑区域の

地形図がほぼ完成した。灌漑構造物の設計が残されている。この時、1 農家当たり測量に

100Ksh、燃料代に 70Ksh を提供した。 

• 1 農家当たりの圃場面積は 2ha で、作物はメイズ、カウピー等の豆類、トマト、タマネギ、

フレンチビーン、アジア野菜（ニガウリ、チリ、オクラ）、マンゴー、パパイア、そして

家畜はセブ種の牛とヤギである。 

• スキームの発展のために、オピニオンリーダー会議が開かれ、灌漑水源開発について話し

合うことがある。住民は掘削と土嚢作りの人力提供、材料の提供、測量等への燃料代など

を提供できると確信する。灌漑スキームのターゲットは、総圃場面積 600ha、メンバー数

350 名としている。そして、食料安全保障の改善、道路等の整備についても実施したい意

向。灌漑水の導入により、ゼログレージングによる家畜飼育、教育面での改善、1日数十ℓ

の水運びが改善されると期待している。2004 年に Water Apportionment Permit に登録を済ま

せた。 

• Church Teacher Official が中心となった Development Committee Village という傘の下に、

Irrigation Project、Bridge Project（Boat）、Women Group、Welfare Project 等が存在、活動を実

施している。 
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• Front Line Agricultural Assistant Officer（Gikindu）の John K. Mwangi 氏によると、彼がこの

地域で活動を始めて 2 年になるが、豆類 1 エーカー当たり 0.5 バッグ、メイズは 1 バッグ

と、かなり低い生産性であり、作付面積は減少しているという。マンゴー、バターナッツ、

メロンはカラチナとムランガの市場へ出荷される。灌漑水があればアジア野菜の生産量は

向上するだろう。 

備考 • District Irrigation Office が作成した、当該スキームの現状説明資料有り。 

• Thathawa の名前は、3 つの村の名前の最初の数文字を合わせてできている。その 3 村は、

Thanju、Thangathi、Wahuko である。 

写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

水源となる Sagana 川             堰建設予定地 

 

 

 

 

 

 

 

 

           圃場              WUA とのミーティング 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト）（案） 

作成日：平成 17 年 8 月 10 日修正 

担当部・課：ケニア事務所 
１．案件名 

ケニア国ケニア中南部持続的小規模灌漑開発管理プロジェクト 

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、対象 5 県の 6 つの小規模灌漑スキームの住民を直接的なターゲットとし、参加型

の小規模灌漑開発手法導入により、灌漑施設の維持管理が iWUAs(Irrigation Water Users Associations:灌漑

水管理組合)により実施されることを目指す。それにより、実質的に対象農家の農業生産量を向上させる

ことにより、持続的小規模灌漑手法が住民に受け入れられることを目指す。 

(2) 協力期間 

2005 年 10 月上旬～2010 年 10 月上旬（5 年間） 

(3) 協力総額（日本国側） 

   3.8 億円 

(4) 協力相手先機関 

水・灌漑省灌漑排水部 

(5) 国内協力機関 

JICA 筑波国際センター 

(6) 裨益対象者及び規模、等 
直接：対象 6 スキームの住民（1,706 世帯）及び水灌漑省灌漑排水部職員 
間接：ケニア国民 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

     ケニア共和国（以下、「ケニア国」）においては、1990 年には、貧困率が 48％であったものが、2001 年

には、56％と増加した。これらの状況を打開するため、ケニア国は、経済再生戦略（Economic Recovery 
Strategy for Wealth and Employment Creation :ERS）を作成し、経済発展を目指している。本 ERS において

は、農業セクターの成長が、ケニア国の発展のために非常に重要であると位置付けており、そのために

灌漑開発が重要であるとしている。ケニア国における農業セクターの成長率は、1980 年代の 6.7％から、

2002 年には 0.7％に低下した。人口増は、依然として年率 2.8％という高い割合で続く一方、国土の約 80％
が、降雨量の少ない乾燥・半乾燥地域（ASAL）に属しており、生産作物に適した高生産性地域は、ケニ

ア国全土の 17％に過ぎない。このような状況の中、灌漑施設の整備は非常に有効であるが、ケニア国の

広くに渡って、灌漑設備の未整備により、慢性的な低食料生産に甘んじ、かつ不規則な降雨パターンに

より、灌漑水の確保に尽力を注いでいる。また、一度突発的な旱魃に襲われると、受益者のほとんどが

食料不足に陥り、緊急食料援助の対象となる地域も多い。 
     このような状況の中、ケニア国政府は、灌漑整備を進めたい意向であり、特に設備の維持管理は受益

者により行われるべきとの方針の下、全国に約 2,500 カ所あるとされている、リハビリが必要な小規模灌

漑施設の整備を行うことが重要としている。 
     しかしながら、ケニア国政府の逼迫した予算状況の中、それらの小規模灌漑設備を一度に整備するの

は困難であり、また整備を実施した小規模灌漑スキームにおいても、維持管理を実施しなければならな

い iWUAs の体制が弱いために、機能しなくなる場合も散見される。したがって、iWUAs とのコストシェ

アリングを基本とした施設整備や、iWUAs そのものの体制強化を含んだ、小規模灌漑開発及び管理に係

るモデルを示すべく、事業の実践が求められている。 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

     ERS では、食料安全保障の確立を最重要課題としており、またその投資計画においては、貧困削減の

ための小農支援を行うこととしている。 
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(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付け） 
     現在作成中の国別事業実施計画では、5 つの重点分野が挙げられており、その中の 1 つが農業開発であ

る。同計画では、ERS を基に、農業分野に特化して作成された農業再活性化戦略（SRA）への支援を上

位目標と位置付けており、市場に対応した農業開発の推進ための小規模農業支援に係る協力が重要であ

るとしている。 

４．協力の枠組み 

ミニプロ「農村社会における小規模灌漑振興」（2000 年～2003 年）の中で、小規模灌漑事業発展のために

重要な点として、1. 統一された事業実施ガイドライン、2. 住民組織の育成・強化、3. 関係者の能力向上を

掲げ、各々の成果品として整理された。本プロジェクトの中で、これら 3 点を適切に実施し、小規模灌漑事

業が自立発展的に維持されることを実証することにより、持続的小規模灌漑開発手法を確立することを目的

とする。具体的には、対象スキームにおいて、受益者（iWUAs）とのコストシェアリングにより、小規模灌

漑施設を整備する。また、iWUAs の組織強化により、適切な維持管理体制の確立を目指す。その際には、対

象スキームでの農業生産量を増加させ、住民の生活を向上させること（灌漑施設を維持管理していくインセ

ンティブを与えること）にも配慮することとする。これらの一連の活動を、水・灌漑省職員及びフィールド

スタッフが中心となって実施可能となるよう、研修を実施する。 
さらに、確立された上記手法を、予算面を含めてガイドラインへ反映させ、他スキームへの適用を目指す。

これにより、ケニア国の貧困削減に寄与することとなる。 

〔主な項目〕 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

[目標] 

対象スキームで持続的小規模灌漑手法が確立される。 
（対象スキームにおいて、受益者とのコストシェアリングにより、小規模灌漑施設が整備され、iWUAs
の組織力強化により、適切な維持管理がなされる。そして、灌漑用水が効率的に分配され、農業生産

性が向上することにより、持続的小規模灌漑手法が確立される。） 
[指標] 

(a) iWUAs の灌漑施設整備による、対象スキームの農業生産性の向上。 

(b) 灌漑可能面積の拡大。 

②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

[上位目標] 

    小規模灌漑開発手法が他スキームにおいて利用される。 

[指標] 

手法の適用数（プロジェクト開始 6 カ月以内に設定する。） 

(2) 成果（アウトプット）と活動 

①成果 1 
対象サイトの iWUAs が、責任を持って灌漑システムの維持管理を持続的に実施できる。 

（活動） 

水管理組合の組織化、iWUAs に対する研修、iWUAs のモニタリング・評価、iWUAs による維持管理

計画作成及び実践、iWUAs フレームワークの修正、農業普及員との連携による農作物栽培指導の実施

（指標） 

(a) iWUAs の維持管理計画が作成され、それに基づいた住民からの維持管理費用の徴収比率（75％以

上）。 
(b) ガイドラインに則った維持管理の実施頻度（プロジェクト開始 6カ月以内に設定する） 

②成果 2 
対象サイトの灌漑施設が改修/建設される。 

（活動） 

全体プロジェクト計画の確認、フィールドスタッフに対するオリエンテーションの実施、各サイトに

おけるステアリングコミッティの立ち上げ、フィージビリティスタディの実施、灌漑施設の建設／改

修、灌漑施設機能の確認、ガイドラインの修正 
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（指標） 

(a) 対象スキームの灌漑施設における機能的な問題が無くなる。 

(b) 建設/改修された灌漑施設の数。 

③成果 3 
農民及び灌漑排水部職員の小規模灌漑実施能力が向上する。 

（活動） 

農民及び灌漑排水部職員に対する研修プログラムの作成・実施、研修の評価、研修マスタープランの

修正 

（指標） 

半数以上の研修員が、研修を通して学んだ技術を利用する。 

(3) 投入（インプット） 

①日本国側（総額 3.8 億円） 

・長期専門家：2 名（チーフアドバイザー/参加型水管理、業務調整/研修） 
・短期専門家：農民組織化等必要に応じて派遣する。 
・機材供与：車両、パソコン、視聴覚機材等 
・カウンターパート（以下、「C/P」）研修：年間 1 名程度 
・現地業務費:日常的経費、一般現地業務費、小規模灌漑施設建設費、研修費、コンサルタント雇用費

（農民組織化、調査・設計管理） 

②ケニア国側 

・施設：プロジェクト事務所及び専門家執務室の提供 

・C/P の配置：日本人専門家に対する C/P 及び補助職員の配置 

・必要予算の措置：a)運営費、b)機器の維持管理費の一部 

 

(4) 外部要因 

①上位目標達成のための外部要因 

小規模灌漑手法が他地域において利用されるためには、小規模灌漑開発支援に係る政策に変更が無い

ことが必要である。 

②プロジェクト目標達成のための外部要因 

対象スキームで持続的小規模灌漑手法が確立されるためには、小規模灌漑施設整備による住民の農業

生産量増加及びそれらの販売による収入向上が必須であり、農業生産物の価格が暴落しないことが必要

である。 

５．評価 5項目による評価結果 

(1) 妥当性 

ｱ) ERS において、灌漑開発が、食料安全保障、所得向上、雇用機会の創出、そして貧困削減に寄与す

る開発手段であるとされていること、ｲ) 対象スキーム住民の、天水依存による慢性的低食料生産、食料

生産のための灌漑用水の取得尽力の解消というニーズに合致していること、ｳ) JICA 国別事業実施計画

（平成 14 年度 4 月改定）は、ケニア国農業開発において半乾燥地を対象とする参加型農民開発手法の確

立を事業計画の 1 つに掲げており、日本国のケニア国に対する開発方針に一致していること、ｴ) 我が国

は、流域管理を通じた灌漑用水の確保、水利組合による灌漑施設管理と水分配のノウハウを多く有して

いること、ｵ) JICA の個別専門家派遣（1997 年～2000 年）とそれに続く小規模灌漑支援のミニプロジェ

クト（2000 年～2003 年）による小規模灌漑開発事業支援の成果である、1) 開発ガイドライン、2) iWUAs
フレームワーク、3) 研修マスタープラン、を本プロジェクトにおいて実証するものであり、本件実施の

妥当性は高いと判断する。 

(2) 有効性 

本件では、まず対象スキームの住民を iWUAs として組織化し、その組織（iWUAs）の強化を行う。そ

の上で、参加型灌漑開発手法に基づき、対象スキームの灌漑施設が、iWUAs とのコストシェアリングに

より、改修されるとともに、対象スキームの iWUAs が責任を持って灌漑システムの維持管理を実施でき

るようになる。さらに、研修等の活動を通じ、対象 iWUAs のメンバーのみならず水・灌漑省の技術者の

灌漑実施能力をさらに向上させる。そして、限られた灌漑用水が効率的・効果的に iWUAs メンバーの農
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地へ分配され、ひいては現在よりも農業生産性を向上させるための基礎ができることとなる。その結果、

農民が小規模灌漑開発手法の優位性を確認し、継続して灌漑施設の維持管理を実施していくこととなる。

すなわち、対象スキームにおいて小規模灌漑開発手法が確立されることとなり、本件プロジェクト実施

の有効性は高い。 
一方、灌漑は農業生産向上の手段の 1 つである。灌漑システムの確立だけで飛躍的に農業生産性の向

上を達成できる訳ではない。よって、営農に関する諸要素についても、プロジェクト実施中に農業普及

員との連携を継続し、プロジェクト目標達成への補完的役割を果たすこととする。 

(3) 効率性 

本件、長期派遣専門家は、チーフアドバイザー/参加型水管理と業務調整/研修計画分野の 2 分野であり、

iWUAs の組織強化については、フィリピン国国家灌漑庁（National Irrigation Administration：NIA）からの

第 3 国専門家（短期）派遣を予定している。また、専門家の業務の一部となる農民組織化、調査・設計

管理については、現地の言語・風習や適正技術等に精通したローカルコンサルタントを現地業務費で雇

用する計画である。これにより、人件費の節減のみならず、効率的・効果的なプロジェクトの活動が可

能である。なお、フィリピン国 NIA については、ミニプロジェクト（2000 年～2003 年）による小規模灌

漑開発事業支援において、短期専門家を派遣した経験を有し、ケニア国側より、大きな評価を得た実績

がある。 
一方、前述のミニプロジェクトの概念を形成する持続的小規模灌漑の 3 つの柱である、1) 適正な実施

プロセス、2) 強固かつ機能的な iWUAs、3) 灌漑開発担当機関の適切な能力、は水・灌漑省の灌漑技術

者に十分認識されており、プロジェクト活動がスムースに実施されることが予想される。 

また、灌漑施設の改修と建設の監督は県の灌漑職員が担当し、外部の業者に委託するには至らない。

加えて、その改修と建設にあたっては農民とのコストシェアリングが前提であり、対象スキームの受益

者もこれを認識している。 
さらに、水・灌漑省は、5 年間に渡り、JICA の現地国内研修を実施しており、農民研修実施の経験が

豊富である。 
以上の点からプロジェクトの効率性は高いと判断する。 

(4) インパクト 

本プロジェクトで確立された小規模灌漑開発手法の導入により、持続的な農業生産とそれによる世帯

レベルの食料安定供給が確実になる。また、それらの実証経験を基にガイドラインを修正し、さらにそ

れらを元に他地域の水・灌漑省職員や普及員に対し技術移転を行うことにより、他地域からプロジェク

トの有効性を認知され、ケニア国内の他地域への迅速な導入が図られることとなる。したがって、本件

実施のインパクトは大きい。 

一方、本プロジェクトは灌漑施設のリハビリを主としており、小規模灌漑から環境に与える多大な負

の影響は無いと考えられるが、実際の灌漑施設改修前に、灌漑システムがどのような影響を環境と人間

の生活に与えるか、調査を行うこととする。特に、塩害、流域の劣化、水からの感染症などの発生には

十分配慮する。                                        

(5) 自立発展性 

本プロジェクトにおいては、iWUAs が小規模灌漑施設の自主改修、自主運営、自主維持管理を達成し、

持続的に灌漑システムを維持、そして環境への負荷を抑えつつ農業生産を営み、農業生産量を増加させ

ることを目指す。そのためには、灌漑事業の計画、実施、モニタリングの全ステージにおいて受益者の

積極的な参加が必須であり、それら受益者の参加を促すために、以下の点に留意する。 

a) 水・灌漑省灌漑排水部職員及び iWUAs に対する研修で、参加型アプローチに関する理解をさらに促

進させ、現場で反映させる。 

b) iWUAs 参加による灌漑施設改修/建設では、農民が受容できる工学的技術を取り入れる。 

改修/建設費用積算法、建設資機材の調達経路等を明らかにし、iWUAs と水・灌漑省灌漑排水部職員

が情報を共有、妥当なコストシェアリングを提案する。 
c) このような積極的な参加行為と研修が、技術的及び組織的視点を内包したキャパシティ・ビルディン

グとなり、最終的には受益者が自ら意思決定のできるコミュニティへと生まれ変わることとなる。 

一方、この小規模灌漑開発を全国展開へ導くためには、実質的に相当量の投資が必要と推測される。

プロジェクト実施中に、全国規模の小規模灌漑の開発予算を算出することは、持続的な事業展開を目指

す上で、重要な活動である。そしてケニア国政府が、現在灌漑開発に焦点を絞り設立した水・灌漑省の
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下、国家灌漑政策制定のプロセスに入っていること、ならびに実質的な予算投入を考慮していることは、

今後の全国展開への好条件である。 

したがって、本プロジェクトの自立発展性は期待される。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

ケニア国における絶対貧困層は人口の 56％、1,500 万人以上に上ると推測され、貧困の軽減に農業開発手段

としての小規模灌漑開発を通して貢献するものである。また、本件プロジェクトの実施により、これまで多

くの女性の役割となっていた水汲みによる労働が軽減される。 
また、本件灌漑施設整備については、リハビリを対象としたものであるため、環境への大きな負の影響は想

定されないが、灌漑農業の促進に係る影響については、注視していく必要がある。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

平成 11 年度～平成 13 年度、ASAL における持続的な開発手法の策定を目標とした「バリンゴ県半乾燥地域

農村開発計画調査」を実施した。その中で、実証調査を行い、コミュニティにおける事業の実施には、時間

をかけて住民との合意形成を図り、また住民とのコストシェアリングにより、住民のオーナーシップ意識を

高めることが重要であると示唆された。本件は、それら教訓を基に、住民との合意形成及び iWUA の組織強

化に力を注ぎ、その後に、コストシェアリングを前提とした施設整備を実施することとする。 

８．今後の評価計画 

中間評価（2008 年 5 月頃）、終了時評価（2010 年 5 月頃）、事後評価（終了時から 3 年後） 
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